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（立入検査）

第十二条の二十六 観光庁長官は、旅程管理研修業務の適正な実施を確保するため必要があ
ると認めるときは、その職員に、登録研修機関の事務所に立ち入り、旅程管理研修業務
の状況又は設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請
求があつたときは、これを提示しなければならない。

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはな
らない。

（準用）

第二十九条 第十二条の十二から第十二条の二十八までの規定は、登録研修機関について準
用する。この場合において、第十二条の十二中「前条第一項」とあるのは「第二十八条第
五項」と、「旅程管理研修の」とあるのは「同項に規定する旅行サービス手配業務取扱管
理者研修（以下この節において「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」という。）の」
と、同条、第十二条の十三第三号、第十二条の十四第二項第三号、第十二条の十六（見出
しを含む。）、第十二条の十九、第十二条の二十二から第十二条の二十五まで、第十二条
の二十六第一項、第十二条の二十七（見出しを含む。）並びに第十二条の二十八第四号及
び第五号中「旅程管理研修業務」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業
務」と、第十二条の十三、第十二条の十五第一項、第十二条の二十三第五号、第十二条の
二十七第一項並びに第十二条の二十八第一号及び第四号中「第十二条の十一第一項」とあ
るのは「第二十八条第五項」と、第十二条の十四第一項及び第十二条の二十第二項中「旅
程管理研修」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修」と、第十二条の十四第
一項中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第十二条の十八（見出しを含む。）中
「旅程管理研修業務規程」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修業務規程」
と、同条第一項中「旅程管理研修業務に」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者
研修業務に」と、「旅程管理研修業務の」とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者
研修業務の」と、同条第二項及び第十二条の二十二中「旅程管理研修の」とあるのは「旅
行サービス手配業務取扱管理者研修の」と、第十二条の十八第二項中「旅程管理研修に」
とあるのは「旅行サービス手配業務取扱管理者研修に」と読み替えるものとするほか、必
要な技術的読替えは、政令で定める。

（罰則）

第八十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした二十八条第五項に
規定する登録研修機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

四 第二十九条において準用する第十二条の二十六第一項の規定による検査を拒み、妨
げ、又は忌避したとき。
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